別記様式第64号村民税
県民税
村民税
県民税

	年度　　　特別徴収税額の通知書

	特別徴収義務者
	住所地
	

	
	氏名又は名称
	様

	地方税法第41条及び第321条の4第1項並びに村税条例第44条の規定によって　　　　年度村民税及び県民税の特別徴収税額を別紙のとおり通知します。
なお、別添の納税者への通知書を交付した後に納税者が通知書の特別徴収税額欄の給与所得以外の所得欄の税額の全部又は一部を普通徴収の方法によって徴収されたい旨を申し出た場合においては、その旨を遅くとも6月30日までに申し出て下さい。
またこの通知書に記載された事項について不服がある場合は、この通知書を受けとった日の翌日から起算して60日以内に村長に対して異議申立てをすることができます。
年　　月　　日
産山村長　氏名　


（別紙）
年度　　　納税義務者別特別徴収税額
	整理番号
	納税義務者
	特別徴
収税額
	月割額
	備考

	
	氏名
	住所
	
	第一月
	第二月
以降
	

	
	
	
	円
	円
	円
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



別記様式第64号　別表1
	年度　村民税・県民税　特別徴収税額の通知書

	所得
	給与収入
	
	
	
	
	主たる給与
以外の合算
所得区分
	営業
	農業
	他事
	不動
	利子
	配当
	給与
	雑
	譲渡・一時
	
	課税標準
	総所得③
	
	
	
	

	
	給与所得
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	分離短期譲渡
	
	
	
	

	
	その他の所得計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	分離長期譲渡
	
	
	
	

	
	総所得金額①
	
	
	
	
	
	土地等の事業等
	
	
	
	

	所得控除
	雑損
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	山林所得
	
	
	
	

	
	医療費
	
	
	
	障・老・寡・勤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	株式等の譲渡
	本人該当区分

	
	社会保険料
	
	
	
	配偶者
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小規模企業共済
	
	
	
	配偶者特別
	
	
	
	扶養親族該当区分
	本人該当区分
	繰越損失
	

	
	生命保険料
	
	
	
	扶養
	
	
	
	控配
	老配
	特定
	同老
	老人
	その他
	同障
	特障
	他障
	夫有
	未成年者
	特障
	他障
	老年者
	寡婦
	特寡
	寡夫
	勤労学生
	
	

	
	損害保険料
	
	
	
	基礎
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	寄附金
	
	
	
	所得控除合計②
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	年度　村民税・県民税　特別徴収税額の通知書
	

	所得
	給与収入
	
	
	
	
	主たる給与
以外の合算
所得区分
	営業
	農業
	他事
	不動
	利子
	配当
	給与
	雑
	譲渡・一時
	
	課税標準
	総所得③
	
	
	
	
	

	
	給与所得
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	分離短期譲渡
	
	
	
	
	

	
	その他の所得計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	分離長期譲渡
	
	
	
	
	

	
	総所得金額①
	
	
	
	
	
	土地等の事業等
	
	
	
	
	

	所得控
	雑損
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	山林所得
	
	
	
	
	

	
	医療費
	
	
	
	障・老・寡・勤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	株式等の譲渡
	本人該当区分
	

	
	社会保険料
	
	
	
	配偶者
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小規模企業共済
	
	
	
	配偶者特別
	
	
	
	扶養親族該当区分
	本人該当区分
	繰越
	
	

	
	生命保険料
	
	
	
	扶養
	
	
	
	控
	老
	特
	同
	老
	そ
	同
	特
	他
	夫
	未
	特
	他
	老
	寡
	特
	寡
	勤
	
	
	




	得
	
	
	
	
	
	以外の合算
所得区分
	業
	業
	事
	動
	子
	当
	与
	雑
	一時
	
	課税標準
	
	
	
	
	
	

	
	給与所得
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	分離短期譲渡
	
	
	
	
	

	
	その他の所得計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	分離長期譲渡
	
	
	
	
	

	
	総所得金額①
	
	
	
	
	
	土地等の事業等
	
	
	
	
	

	所得控除
	雑損
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	山林所得
	
	
	
	
	

	
	医療費
	
	
	
	障・老・寡・勤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	株式等の譲渡
	本人該当区分
	

	
	社会保険料
	
	
	
	配偶者
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小規模企業共済
	
	
	
	配偶者特別
	
	
	
	扶養親族該当区分
	本人該当区分
	繰越損失
	
	

	
	生命保険料
	
	
	
	扶養
	
	
	
	控配
	老配
	特定
	同老
	老人
	その他
	同障
	特障
	他障
	夫有
	未成年者
	特障
	他障
	老年者
	寡婦
	特寡
	寡夫
	勤労学生
	
	
	

	
	損害保険料
	
	
	
	基礎
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	寄附金
	
	
	
	所得控除合計②
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	年度　村民税・県民税　特別徴収税額の通知書

	所得
	給与収入
	
	
	
	
	主たる給与
以外の合算
所得区分
	営業
	農業
	他事
	不動
	利子
	配当
	給与
	雑
	譲渡・一時
	
	課税標準
	総所得③
	
	
	
	

	
	給与所得
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	分離短期譲渡
	
	
	
	

	
	その他の所得計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	分離長期譲渡
	
	
	
	

	
	総所得金額①
	
	
	
	
	
	土地等の事業等
	
	
	
	

	所得控除
	雑損
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	山林所得
	
	
	
	

	
	医療費
	
	
	
	障・老・寡・勤
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	株式等の譲渡
	本人該当区分

	
	社会保険料
	
	
	
	配偶者
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小規模企業共済
	
	
	
	配偶者特別
	
	
	
	扶養親族該当区分
	本人該当区分
	繰越損失
	

	
	生命保険料
	
	
	
	扶養
	
	
	
	控配
	老配
	特定
	同老
	老人
	その他
	同障
	特障
	他障
	夫有
	未成年者
	特障
	他障
	老年者
	寡婦
	特寡
	寡夫
	勤労学生
	
	

	
	損害保険料
	
	
	
	基礎
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	寄附金
	
	
	
	所得控除合計②
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	（納税義務者用）
	
	受給者番号
	氏名
	指定番号

	
	
	
	
	

	税額
	村
	特別減税前所得割額④
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	特別減税額　⑤
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	住所
	個人番号

	
	
	所得割額　⑥
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	均等割額　⑦
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	県
	特別減税前所得割額④
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	あなたの特別徴収税額を左記のとおり決定したので、地方税法第41条及び第321条の4の規定によって通知します。なお、この通知書に記載された事項について不服がある場合には、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に村長に対して異議申立てをすることができます。
　　年　　月　　日
産山村長　　氏名　㊞
問合せ先
産山村役場　　税務課　　☎（0967）25－2211

	
	
	特別減税額　⑤
	
	
	
	
	

	
	
	所得割額　⑥
	
	
	
	
	

	
	
	均等割額　⑦
	
	
	
	
	

	
	特別徴収税額
	
	
	
	
	

	
	月割額
	6月分
	7月分以降
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	（納税義務者用）
	
	受給者番号
	氏名
	指定番号

	
	
	
	
	

	税額
	村
	特別減税前所得割額④
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	特別減税額　⑤
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	住所
	個人番号

	
	
	所得割額　⑥
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	均等割額　⑦
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	県
	特別減税前所得割額④
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	あなたの特別徴収税額を左記のとおり決定したので、地方税法第41条及び第321条の4の規定によって通知します。なお、この通知書に記載された事項について不服がある場合には、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に村長に対して異議申立てをすることができます。
　　年　　月　　日

	
	
	特別減税額　⑤
	
	
	
	
	

	
	
	所得割額　⑥
	
	
	
	
	

	
	
	均等割額　⑦
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	税額
	村
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	住所
	個人番号

	
	
	所得割額　⑥
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	均等割額　⑦
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	県
	特別減税前所得割額④
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	あなたの特別徴収税額を左記のとおり決定したので、地方税法第41条及び第321条の4の規定によって通知します。なお、この通知書に記載された事項について不服がある場合には、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に村長に対して異議申立てをすることができます。
　　年　　月　　日
産山村長　　氏名　㊞
問合せ先
産山村役場　　税務課　　☎（0967）25－2211

	
	
	特別減税額　⑤
	
	
	
	
	

	
	
	所得割額　⑥
	
	
	
	
	

	
	
	均等割額　⑦
	
	
	
	
	

	
	特別徴収税額
	
	
	
	
	

	
	月割額
	6月分
	7月分以降
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	（納税義務者用）
	
	受給者番号
	氏名
	指定番号

	
	
	
	
	

	税額
	村
	特別減税前所得割額④
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	特別減税額　⑤
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	住所
	個人番号

	
	
	所得割額　⑥
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	均等割額　⑦
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	県
	特別減税前所得割額④
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	あなたの特別徴収税額を左記のとおり決定したので、地方税法第41条及び第321条の4の規定によって通知します。なお、この通知書に記載された事項について不服がある場合には、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に村長に対して異議申立てをすることができます。
　　年　　月　　日
産山村長　　氏名　㊞
問合せ先
産山村役場　　税務課　　☎（0967）25－2211

	
	
	特別減税額　⑤
	
	
	
	
	

	
	
	所得割額　⑥
	
	
	
	
	

	
	
	均等割額　⑦
	
	
	
	
	

	
	特別徴収税額
	
	
	
	
	

	
	月割額
	6月分
	7月分以降
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



別記様式第64号　別表2
	　　年度村民税・県民税特別徴収税額の通知書（特別徴収義務者用）

	



様
	特別徴収税額
	
	
	
	
	
	
	
	地方税法第41条及び第321条の4第1項並びに村税条例第45条の規定によって、　　　　年度村民税及び県民税の特別徴収税額を下記のとおり通知します。なお、この通知書に記載された事項について不服がある場合は、この通知書を受け取った翌日から起算して60日以内に村長に対して異議申立てをすることができます。
　　　　年　　月　　日

産山村長　　氏名　　㊞

	
	月割額
	
	人数
	税額
	
	

	
	
	６月分
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	７月分
以降
	
	
	
	
	
	
	
	課税人員
	非課税人員
	

	
	（備考）
	
	
	
	
	
	
	



	指定番号
	
	個人番号
	
	市町村
コード
	
	受給者
番号
	
	特別徴収税額
	
	
	
	月割額
	（摘要）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	６月分
	
	
	
	

	住所
	氏名
	
	
	
	
	

	
	
	７月分
以降
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	指定番号
	
	個人番号
	
	市町村
コード
	
	受給者
番号
	
	特別徴収税額
	
	
	
	月割額
	（摘要）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	６月分
	
	
	
	

	住所
	氏名
	
	
	
	
	

	
	
	７月分
以降
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	指定番号
	
	個人番号
	
	市町村
コード
	
	受給者
番号
	
	特別徴収税額
	
	
	
	月割額
	（摘要）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	７月分
以降
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	指定番号
	
	個人番号
	
	市町村
コード
	
	受給者
番号
	
	特別徴収税額
	
	
	
	月割額
	（摘要）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	６月分
	
	
	
	

	住所
	氏名
	
	
	
	
	

	
	
	７月分
以降
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	特別徴収義務者名
	



